
1 

 

議案第４７号 

 

利根町環境基本条例 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第６条） 

 第２章 環境保全等に関する基本施策（第７条―第１５条） 

 第３章 利根町環境審議会（第１６条―第２２条） 

 第４章 補則（第２３条） 

 附則 

 私たちのまち利根町は，茨城県南部の千葉県との県境に位置した水田

地帯であり，日本三大河川のひとつである，利根川に沿う自然豊かな環

境のなかで固有の文化を育み，歴史と伝統のあるまちとして発展してき

た。しかしながら，生活様式の変化により便利な日常生活を送るなかで，

身近な環境へ大きな負荷を与えてきた。その影響は，地域社会のみなら

ず，地球規模の環境にまで影響を与え，世代を超えた問題へと広がって

いる。 

 私たちは，環境を構成する一員として，恵まれた環境には限りがある

ことを認識し，環境に配慮した地域社会の構築を目的として次世代に引

き継ぐ社会の実現に努めなければならない。 

 そこで，私たちは，このような認識のもと，すべての町民の参加と協

働により，持続可能な社会の構築と次世代へ継承していくため，この条

例を制定する。 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，自然豊かな本町の環境の保全，回復及び創出(以下

「環境の保全等」という。)について，基本理念を定め，町，町民及び

事業者の責務を明らかにするとともに，環境の保全等に関する施策の

基本となる事項を定めることにより，環境の保全等に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図り，現在及び将来の町民の健康で文化的な

生活の確保に寄与するとともに，福祉の向上に貢献することを目的と

する。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号

に定めるところによる。 
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（１） 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であっ

て，環境の保全上，支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

（２） 循環型社会 自然の物質循環を損なうことなく継続的に発展

する社会をいう。 

 （基本理念） 

第３条 環境の保全等は，次に掲げる事項を基本理念として行わなけれ

ばならない。 

（１） 現在及び将来の町民だれもが町の豊かな環境の恵みを受けら

れるよう，自然と人との共生を確保すること。 

（２） 町，町民及び事業者における日常生活や事業活動は，地球環

境全体に深く影響を及ぼすものであることを意識し，地球環境

保全に資する施策に参画と行動により，積極的に推進すること。 

（３）  健全で持続的な経済の発展を図りながら，環境への負荷の少

ない循環型社会を構築すること。 

（町の責務） 

第４条 町は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）に 

のっとり，環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,及

び実施する責務を有しなければならない。 

（町民の責務） 

第５条 町民は，基本理念にのっとり，環境の保全等に自ら積極的に取 

組むとともに，日常生活に伴う環境への負荷の低減や町が実施する環 

境の保全等に関する施策に協力しなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は基本理念にのっとり，環境の保全等に関する活動を積 

極的に推進し，町が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなけ 

ればならない。 

２ 事業者は，事業活動を行うときは，資源及びエネルギーの有効利用 

を図り，廃棄物の適正な処理を行うとともに，その発生の抑制等を進 

めることにより環境への負荷の低減に努めなければならない。 

   第２章 環境の保全等に関する基本施策 

（基本施策） 

第７条 町は，基本理念の実現を図るため，次に掲げる環境の保全等に 

関する基本的な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

 （１） 公害を防止し，大気，水，土壌その他の環境を良好な状態に

保持することにより，町民の健康を保護し，安全な生活環境を

確保すること。 
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 （２） 森林，農地，水辺等における多様な自然環境及び歴史的文化

的な遺産を良好に保全すること。 

 （３） 地球温暖化の防止，オゾン層の保護対策その他の地球環境の

保全並びに資源及びエネルギーの有効利用を図ること。 

 （４） 廃棄物の減量及びリサイクルの推進を図ること。 

 （５） 町民の環境の保全等に関する意識の高揚及び活動意欲の増進

に寄与するため，環境の保全等に関する学習の機会の充実に努

めること。 

 （環境基本計画） 

第８条 町長は，環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進 

を図るため，利根町環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を 

定めなければならない。 

２ 環境基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１） 環境の保全等に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大 

   綱 

（２） 前号に掲げるもののほか，環境の保全等に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 町長は，環境基本計画を策定するに当たっては，町民及び事業者の

意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに，第１６条に規定

する利根町環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 町長は，環境基本計画を策定したときは，速やかにこれを公表しな

ければならない。 

５ 前２項の規定は，環境基本計画の変更について準用する。 

 （規制等の措置） 

第９条 町は，環境の保全上の支障を防止するため，次に掲げる措置を

講じなければならない。 

 （１） 公害を防止するために必要な規制の措置 

 （２） 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に対

し，必要な規制の措置 

 （３） 前２号に定めるもののほか，環境保全上の支障を防止するた

めに必要な規制及び指導の措置を講ずるように努めなければ

ならない。 

 （情報の収集及び調査の実施） 

第１０条 町は，環境の保全等に関する施策を適正に推進するため，公

害の防止及び自然環境その他の環境保全等に関する事項について，情

報の収集及び必要な調査を実施するよう努めるものとする。 
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 （循環型社会への促進） 

第１１条 町は，環境への負荷の低減を図るため，廃棄物の発生の抑制

及び減量化並びに資源の循環的な利用及び資源の再生利用が促進さ

れるような措置を講ずるものとする。 

２ 町は，環境への負荷の低減を図るため，エネルギーの効率的利用及

び環境への負荷の少ないエネルギーの利用が促進されるよう必要な

措置を講ずるものとする。 

 （環境教育等の推進） 

第１２条 町は，町民及び事業者が環境の保全等についての理解を深め

るとともに，これに関する活動が促進されるように，環境の保全等に

関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置

を講ずるものとする。 

 （町，町民及び事業者の協働） 

第１３条 町，町民及び事業者は，環境の保全等に関する取組を推進す

るに当たっては，互いに協働するとともに，主体性を持って実施する

よう努めるものとする。 

２ 町は，町民及び事業者が自発的に行う環境の保全等に関する活動を

支援するため，必要な措置を講ずるものとする。 

 （情報の提供） 

第１⒋条 町は，環境の保全等に関する情報を町民及び事業者に提供す

るため，適切に提供するよう努めるものとする。 

 （国，県及び他の地方自治体との協力） 

第１５条 町は，環境の保全等のための広域的な取組を必要とする施策

については，国，県及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努

めるものとする。 

   第３章 利根町環境審議会 

 （環境審議会の設置） 

第１６条 環境基本法(平成５年法律第９１号 )第４４条の規定に基づ

き，利根町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

 （所掌事務） 

第１７条 審議会は，環境の保全等に関する重要な事項について，町長

の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項について調査及び審議をする。 

 （１） 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

 （２） その他の環境の保全等に係る基本的な事項に関すること。 

 （組織） 

第１８条 審議会の委員は，１４人以内とし，次に掲げる者のうちから， 
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町長が委嘱する。 

 （１）町民 

 （２）学識経験者 

 （３）各種団体の代表者 

 （任期） 

第１９条 委員の任期は，２年とし，再任することを妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間

とする。 

 （会長及び副会長） 

第２０条 審議会に会長及び副会長各 1 人を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は会務を総理し，審議会を代表する。 

４ 副会長は会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは，その職務を代理する。 

 （会議） 

第２１条 審議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集する。

ただし，委員の委嘱後初めての会議は，町長が招集する。 

２ 会長は，会議の議長となる。 

３ 会議は，委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができな

い。 

４ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

５ 会長は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を

求め，その意見，説明等を聴くことができる。 

 （庶務） 

第２２条 審議会の庶務は，生活環境課において処理する。 

   第４章 補則 

 （委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な

事項は，規則で定める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正） 

２ 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（平成２年利根町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１生涯学習センター所長の項の次に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月４日提出 

 

 

                 利根町長 佐々木 喜 章  

  

環境審議会 会長 日額 ４，８００円 

副会長 日額 ４，５００円 

委員 日額 ４，２００円 
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 （提案理由） 

  環境基本法及び茨城県環境基本条例に基づき,さまざまな環境問題

について町・住民・事業者がそれぞれの立場での認識のもと,環境に配

慮した地域社会を作り上げ ,次世代に継承していくために ,条例を制

定したいので提案する。 

 


